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正蓮寺川・六軒家川環境整備推進協議会理事会  議事要旨  

 

 

１  日時：令和２年１月２３日（木）  午後１時３０分～午後１時５５分  

 

２  場所：此花区役所  ３階講堂Ｂ・Ｃ  

 

３  出席者：会長、副会長、顧問、理事  

関係機関  大阪市建設局、大阪市都市整備局  

此花区役所  区長、副区長、企画総務課長、総合調整担当課長、市民協働課長  

 

４  議題  

 （１）パラペットの撤去時期について  

   大阪市建設局から正連寺川公園のパラペットの撤去時期について以下のとおり

説明があった（資料１参照）  

 ②の箇所を最初に工事し、③、④と順次進める。  

 ②の箇所は、今年の夏頃をめどに工程を詳細につめている。  

 ③、④については、公園が整備中なので、いったん仮囲いをしておき、公園開

設とともに開通する。  

 ②の開通の時期が決まれば別途、皆様へお知らせするとともに、周辺の地域の

みなさまにもお知らせをする。  

【質疑】  

 ・②番が夏ごろの開通なので、③は秋、④は冬に撤去できるのか。  

 ・出入口の幅１０ｍは、信号がつかないのであったら、全部通れるようにせずに

５ｍくらいにして、車が来るのがわかるようにしてほしい。  

・新たな出入口ができると今まで人通りがなかったところに人通りができるの
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で、地域の人たちへ区民だよりで告知するなどお願いしたい。  

【回答】  

・工事は②と一緒に同じ業者が撤去する。③と④の開通時期は、公園整備が完了

して公園を開設する時期になる。  

・柵を取り付けるなど、公園の中に軽車両が入らないような形にする。見通しの

関係については、検討させていただきたい。  

・皆さんへのお知らせは広報紙で紹介し、また工事にする際には、施工にあたっ

て地域の皆様にお知らせをしてから進める。  

  

（２）正連寺川公園のトイレについて  

  大阪市建設局から正連寺川のトイレについて以下のとおり報告があった。  

（資料参照）  

 図面①のトイレ新築工事を進めているが、昨年の会議の説明では１月末に完

成予定としていたが、諸事情で３月中旬に供用開始ということで少し工期を

延ばす。  

 理由は、現場にある汚染土壌を基礎工事で拡散させては絶対にならないため、

重機の機種の大きさや工法を慎重に検討し一部手作業となり想定よりも時間

を要した。お使いいただくのは３月中旬ということで少し延ばす。  

 チラシを供用時期変更のお知らせということで地域に配布する。  

【質疑なし】  

 


